
4-6_機能要件_滞納管理

枝番 機能名称 機能要件 実装してもしなくても良い機能 実装しない機能 通常版 限定機能版（仮称） 通常版 限定機能版（仮称）

2.1.1. 1
滞納者情報管
理

以下の個人情報、調定情報、収納情報、分割納付誓約情報、滞納処分情報等を滞納者管理画面で
確認できること。
また、滞納処分費を管理できること。

＜個人情報＞
・年齢
・勤務先
・特別徴収先情報（会社名、宛名番号、住所等）
・生活保護
・担当者名

＜調定情報＞
・課税情報（賦課年度、課税年度、期別）（個人住民税（普通徴収、特別徴収）、法人住民税、
固定資産税、軽自動車税（種別割））
・所得
・控除
・申告区分
・法人代表者氏名
・法人設立年月日
・所有する不動産、軽自動車

＜収納情報＞
・収納税目
・収納額
・督促・催告の発送・停止
・公示送達
・滞納区分
・収納履歴（領収年月日、領収年月日）
・納付方法
・振替口座情報
・速報情報
等

滞納原因、職種を管理できること。

＜個人情報＞
・納税組合加入状況
・滞納原因
・職種

実装すべき 実装すべき ・滞納者に関する情報を一目で把握するため、滞納者管理画面に表示される項目を列挙し「実装すべき機能」とした。
・個人情報は、宛名管理システムなどから連携される、滞納者個人の情報を確認するために記載した
・調定情報は、課税された年度や期別ごとの税額等のほか、課税客体の情報などを確認するために記載した
・収納情報は、調定情報に対し、実際に納付された額などを確認するために記載した。滞納の有無は、この収納情報から確認
可能となる。
・なお、個人情報については、共通要件で管理する情報をベースに項目を記載している。
・分割納付誓約情報は、2.4.9.に記載している。
・滞納処分情報は、2.8.2.に記載している。

要確認

【事務局】
滞納者情報について、1画面で全て表示できないベンダーがいるため、滞納者管理画面は複数ページや複数タブにわたってもよい旨を要件
の考え方・理由に追記する。

【事務局】
各情報について、現状項目が不足しているベンダーがいるが、その他多くのベンダーから本機能について2025年までの実装が可能であると
いう回答を受領しているため、対応不要とする。

【提案】
・「滞納区分」について管理すべきデータ項目が不明という意見があったため、想定する区分
例を記載する。
　「滞納区分」→「滞納区分（過年度滞納のみ、現年度滞納のみ、執行停止中　等）」
・なお、滞納区分と、2.1.8.の滞納者区分の違いについては、以下を想定。
　滞納区分→差押有無や執行停止有無等、現年度滞納のみ、等、数値化できない区分
　滞納者区分（ランク）→金額や所得額等、数値化できる区分

【提案】
上記で問題なければ、以下の修正も合わせて行う。
・2.1.3.「滞納者のランク管理」→「滞納者区分（ランク）管理」に修正する。
・滞納者区分（ランク）管理のうち、⑤差押中⑧口座登録有無⑨執行停止中については、滞納
区分側で扱う。
・2.1.8.「滞納者区分（性質・進捗状況）」→「滞納区分」に修正する。

【提案】
・事務局の提案とは違い、
滞納区分・・・滞納している税金状態の分類
例）現年のみ、現年過年、完納、全件執行停止、延滞金のみ　等の滞納の状態を表すもの
滞納者区分・・・抽出時に使用する住民登録者、住民登録外者、転出者、法人　等　の居住状態等を
表すもの
という認識です。（H市）

・電話番号の表示も必要（B市）

・個人情報は年齢以外は手入力しており、現状は連携していません。
調定情報も税務LANや不動産・軽自動車については別画面で詳細を確認しています。
収納情報は現状連携しています。（D市）

【事務局】
滞納者区分について以下の様に整理する。
「滞納区分」：滞納している税金状態の分類
例）現年のみ、現年過年、完納、全件執行停止、延滞金のみ　等の滞納の状態を表すもの。
「滞納者区分（ランク）」：機能要件2.1.3.に記載の通り。

【確認】
上記に滞納区分について、例の様な項目は、滞納期別の状態をもとに、自動で設定されている区分という
理解でよいでしょうか。

【H市向け回答】
ご意見いただいた、居住状態を表す項目については、共通要件1.1.1.で対応しております。

【事務局】
個人情報として、電話番号の表示も必要という意見がある為、"実装してもしなくても良い"項目に追加す
る。

【事務局】
「個人情報について、年齢以外は手入力しているため、連携してない。調停情報も税務LANや不動産・軽自
動車については別画面で詳細を確認している。」という意見を受領したが、過去のWTにて、必須とされた
項目を現在記載しているので、現状のままとする。

2.1.6. 2

使用頻度の高いフラグを登録し、随時同じフラグを利用できること。 実装してもし
なくても良い

実装してもし
なくても良い

・滞納者に任意にフラグを立てることで、抽出条件を自由に作成し、滞納者抽出ができるようになるため、「実装すべき機
能」とした。複数のフラグを組み合わせ及び除外して検索することで必要に応じた条件による滞納者の抽出を行うことを想定
している。
・フラグには名称や始期・終期などをマスタ管理できることで、地方団体内共通のフラグ・担当者独自のフラグを実装した
り、時限式のフラグを実装したり、運用に幅を持たせることが可能。
・例えばCSVで取り込んだ複数の滞納者に、一斉にフラグを貼付することで、担当者の業務負担が軽減できるため、定義した。

要確認

その他意見
・実装されない場合、預貯金調査や催告書発行フラグなど使用頻度の高いフラグも、都度登録が必要
ということでしょうか。（B市）

【B市向け回答】
本機能を実装してないシステムを採用した場合はご認識の通りです。
参考までにですが、本機能に対するベンダの対応率は低くありませんでした。

③【確認】
追記してよい
・追記してよい。（C市）
・対応方針のとおりで問題ない。（K市）
・特に意見なし（E市）
・良い（I市）
その他
・なお、本件は滞納整理画面を開く検索機能と条件を指定して一覧を抽出して一括処理を行う機能が
混在しているため分かりにくくなっているように感じます。分けて整理したほうがよいのではないで
しょうか。
また、催告書発送時の対象者抽出と上記の一括処理のための抽出は同じものであるため、催告の機能
とも整理が必要になるものと考えます。（H市）

【H市向け回答】
滞納整理画面を開く検索機能と条件を指定して一覧を抽出して一括処理を行う機能については、ベンダよ
り、特に意見がございませんでしたので、そのままとさせていただきます。
要件2.3.1.に定義してある、催告書の抽出については、抽出条件、除外条件があり、通常の対象者抽出と
異なるという整理を行っております。ベンダからも特に意見はございませんでしたので、現状のままとさ
せていただきます。

2.1.12. 1
関連者登録管
理

納税義務者単位で複数の宛名情報が存在している場合に関連者登録して管理（設定・保持・修
正）できること。
世帯構成員および関係者（家族、共有者、納税管理人、承継人、代表となっている法人、同居
人、勤務先、承継人、第二次納税義務者、関連者等）について、同時に折衝をおこなう者を関連
者登録して管理（設定・保持・修正）できること。

関連者登録したものは滞納者参照画面に一覧表示し、関連者本人の参照画面にも展開できるこ
と。

関連者登録した対象者は、滞納明細も宛名ごとの期別をまとめて出力できること。滞納処分、執
行停止、猶予、分割納付等、期別を任意に選択する機能について、同様にまとめて出力されるこ
と。

個人番号が同一の宛名を自動関連者登録できること。

期間を指定して、送付先の設定・変更・住所異動の対象者を抽出できること。

世帯構成員および関係者（家族、共有者、納税管理人、承継人、代表となっている法人、同居
人、勤務先、関連者等）について、自動登録もできること。

実装すべき 実装すべき ・通常１対象につき１宛名が附番されるところ、主に住登外課税により同一納税義務者にもかかわらず宛名が複数附番される
ケースがある。滞納管理システム上、それぞれの宛名を紐づけ、滞納整理をできるだけ簡便に行えるよう、「実装すべき機
能」とした。
・関係者として列挙した事例は、どれも宛名同士を紐づけることで、滞納整理をひとまとめに行いやすくなると考え、例示し
た。
・関連者登録した対象は滞納者管理画面で一目で見られると、担当者の折衝漏れを防止することができるため、「実装すべき
機能」とした。また、関連者登録した対象本人の滞納者管理画面に展開できれば、再度本人の名前で検索する手間が省けるた
め、業務効率の向上に資することから、「実装すべき機能」とした。
・同一納税義務者について、明細書を出力する際、１つの帳票にまとめて出力できれば、実際の交渉時や滞納処分帳票の出力
時に視認性が上がるため、必要性が高く、「実装すべき機能」とした。

要確認

①【確認】
「関連者登録した対象者は、滞納明細も宛名ごとの期別をまとめて出力できること。滞納処分、執行停止、猶予、分割納付等、期別を任意
に選択する機能について、同様にまとめて出力されること。」という機能について、関連者の個人照会画面に遷移し、個別に確認すると
いった運用を認めてよろしいでしょうか。
上記認めてよい場合は、要件の考え方・理由欄にその旨を記載致します。

①【確認】
問題なし
・認めてよい（C市）
・問題ありません。（H市）
・対応方針の運用で問題ないと考える。（K市）
不可
・不可。滞納整理をひとまとめに行いやすくなるという目的が薄まる。特に滞納処分は、同一滞納者
の同一財産に対し差押件数が増えるのは好ましくない。差押解除漏れ等の誤りにも繋がる。
管理件数が少ないと想定される限定機能版では、そのように運用しても問題ないかもしれません。（F
市）
・ここに定義される関連者は名寄せ（同一人物管理）の場合を想定していると考える。
同一人管理された宛名に関しては、対応方針の運用では操作者自身が画面遷移をし、遷移先で出力処
理をするということか？
そうであるならば出力処理を複数回実行することになり、滞納税目の確認に時間が掛かり納付書や未
納明細の出力漏れ等の弊害が想定される。対応方針の運用は同意しかねる。（E市）
・帳票の選択画面において、出力が必要な関連者及び税目を選択できる仕様であることが必要です。
（B市）
・差押や分割納付時に、まとまっていないと一体的な処理ができない。（J市）
・運用するうえでミスを誘発するため個別確認は認めないほうが良い。（I市）
その他
・関連者登録するだけでも意味はあると考えます。（D市）
【質問】
・現在は、同一世帯を一画面で管理しているが、この機能では一対象者を一画面で管理する形になる
のか？
・文脈的に同一人物の名寄せと世帯や関係者の名寄せ（関連者登録）が記載されているように読め
る。分けて定義付けした方がいいのでないか？（E市）

【事務局】
「関連者登録した対象者は、滞納明細も宛名ごとの期別をまとめて出力できること。滞納処分、執行停
止、猶予、分割納付等、期別を任意に選択する機能について、同様にまとめて出力されること。」という
機能について、関連者の個人照会画面に遷移し、個別に確認するといった運用をすることは、滞納整理に
当たって、事務量が増えることや、ミスを誘発することになるといった理由で5/8団体から"不可"という回
答を受領したため"不可"とする。

【E市向け回答】
・本機能では、関連者登録した滞納者は滞納者参照画面にて一覧表示することのみを定義しています。同
一世帯を一画面で表示できるかどうかはベンダの実装に委ねています。

【事務局】
「関連者登録した対象者は、滞納明細も宛名ごとの期別をまとめて出力できること。滞納処分、執行停
止、猶予、分割納付等、期別を任意に選択する機能について、同様にまとめて出力されること。」機能に
ついて、同一人物の名寄せと世帯や関係者の名寄せの両方が記載されているように読めるという意見を受
領したため、以下修正を行う。
修正後
「納税義務者単位で複数の宛名情報が存在している場合の関連者は、滞納明細も宛名ごとの期別をまとめ
て出力できること。滞納処分、執行停止、猶予、分割納付等、期別を任意に選択する機能について、同様
にまとめて出力されること。」

2.1.20. 1

滞納明細について、出力する期別を任意に選択できること。金額は任意に修正できること。延滞
金のみでも出力できること。

また、以下の期別はデフォルトで表示されないこと。表示する期別、表示されない期別は併用で
きること。

【表示されない期別】
時効完成分
執行停止分
不納欠損分
督促状発布後10日未経過
督促状発送していない期別（納期限の変更分は除く）
納期未到来分

このうち、「執行停止分」「督促状発布後10日未経過」「督促状発送していない期別（納期限の
変更分は除く）」「納期未到来分」については、表示の有無を選択できること。

本機能は、滞納明細に限らず、処分帳票作成時、分割納付計画策定時、催告書等、滞納明細を活
用する帳票について同様に適用されること。

督促手数料のみでも出力できること。

表示の絞り込み、ソート機能があること。

実装すべき 実装すべき ・滞納明細に出力される項目の制御のパターンは、地方団体によって異なると想定される。例えば催告書に添付する場合の明
細書には督促状発送前の期別を出力制御するなどが考えられる。そこで【表示されない期別】として、一般的に滞納明細に記
載されることの少ないケースを、デフォルトで表示されないこととした。
・時効完成分、不納欠損分は、既に徴収不可であるため、表示の有無の選択もできないこととした。
・執行停止分は、あくまで滞納処分の執行停止であることから納付自体の受け付けは可能であるため、表示の有無の選択の余
地を認めた
・督促状発布後10日未経過、督促状発送していない期別（納期限の変更分は除く）は、滞納処分が行えないだけで滞納状態に
はあるため、表示の有無の選択の余地を認めた
・納期未到来分については、滞納していないため徴収はできないが、未来の滞納額として滞納者に提示し、合算して分割納付
計画を策定する運用が考えられるため、表示の有無の選択の余地を認めた
・本機能は、滞納明細が帳票上記載されるものすべてに対して適用されることで、表示の統一的な方針がとれるため、「実装
すべき機能」とした。
・督促手数料については、地方団体の条例によるため実装してもしなくても良い機能としている。

要確認

【事務局】
以下の条件で滞納明細画面の表示、非表示を制御することをできないベンダーがいるが、その他多数のベンダーから本機能について2025年
までの実装が可能であるという回答を受領しているため、対応不要とする。
＜現状表示の有無を選択できない期別＞
・督促状発布後10日未経過
・督促状発送していない期別

その他意見
・今更で申し訳ありませんが、”督促状発布後10日未経過”についても納期限変更分を除く必要があ
るのではないでしょうか。督促状発布後10日未経過”の期別を非表示にするのは、要するに差押でき
る期別のみを表示したいということだと思いますが、例えば1/30から1/20に納期限変更した期別につ
いて1/22に明細を出すと非表示条件はAND条件であるため、現行のままでは当該期別は表示されないこ
とになると思います。（H市）

【H市向け回答】
納期限変更した期別を表示させない機能については、「督促状発送していない期別（納期限の変更分は除
く）」で対応しているので、現状のままと致します。

○市コメント方針集約必須機能の見直し 2025の
実現性

オプ
ション

その他意見等対応方針

再検討の目安

標準仕様書
備考 要件の考え方・理由

対応方針
項番

1/3



枝番 機能名称 機能要件 実装してもしなくても良い機能 実装しない機能 通常版 限定機能版（仮称） 通常版 限定機能版（仮称）

○市コメント方針集約必須機能の見直し 2025の
実現性

オプ
ション

その他意見等対応方針標準仕様書
備考 要件の考え方・理由

対応方針
項番

2.2.5.

一斉催告、個別催告時の催告書に納付書が出力できること。納付書出力の有無を税目、滞納者ご
とに選択できること。
納付書出力時において、出力される納付書は、納付書様式及び払込取扱票の様式を選択すること
ができること。払込取扱票の場合は金額未記入を選択できること。

実装すべき 実装すべき ・催告書の出力に合わせて、催告書に記載される期別の納付書の同時出力機能を「実装すべき機能」とした。催告書に記載の
指定期限までに使用される想定。ただし、納付書納付でなく、地方団体庁内に呼び出し分割納付計画の策定を求める催告書も
考えられることから、納付書出力の有無を税目、滞納者ごとに選択する機能を記載した。
・出力される納付書は、通常の納付書と払込取扱票から選べるよう記載した。払込取扱票の場合、金額を納税義務者に記載し
てもらう運用も考えられることから、金額未記入を選択できる機能を記載した。

要確認

【事務局】
納付書の出力について、「収納管理システムでの出力を想定している。」という意見があるが、標準仕様書本編に記載の「なお、事業者が
提供するパッケージシステムによっては、法人住民税の収納に関する機能が課税機能と一体的に実装されることや、督促に関する機能が収
納管理ではなく滞納管理で提供されることも想定される。また、課税状況調や概要調書等の統計帳票については、パッケージシステムの外
付けの専用ツールで提供されることも想定される。これらについては、本仕様書で示す要件が充足されている限りにおいて、機能の提供方
法の違いは問わないものとする。」通り、提供方法は問わないこととする。

①【確認】
「納付書出力の有無を税目、滞納者ごとに選択できること。」という機能について、現状対応しておらず、改修する場合は、工数が大きく
なるといった意見をベンダーから受領しています。本機能について、"実装してもしなくても良い機能"に緩和してもよろしいでしょうか。

①【確認】
実装すべき
・個別に出力する場合は必須。一括出力であれば、例えば納付書が要・不要別（帳票毎）にバッチ処
理を回すことによって対応できれば良い。（B市）
・実装すべき機能（F市）
・実装すべき機能としてほしい。（K市）
・一斉催告時に納付書をつけて送付しているので緩和は容認できない。（I市）

実装してもしなくても良い
・良い（C市）
・緩和可。現状では各担当者が個別に納付書同封するか判断し、必要なら個別に印刷している。（J
市）
・実装してもしなくても良い機能です。（D市）

条件付きで実装してもしなくても良い
・あくまで滞納者【ごと】に納付書を選択できるかどうかが実現しなくともよい機能であって、一律
に納付書種類を選択して印刷される機能は盛り込まれるという認識でよろしいでしょうか。そうであ
れば問題ありません。（H市）

その他
・「納付書出力の有無を税目、滞納者ごとに選択できること。」に対応していないということはどの
ような条件で納付書が出力されるのか？内容によるため判断できない。
その他、催告書に記載される期別の納付書の同時出力機能を「実装すべき機能」とした。とあるが、
各年度、各税目が載った「まとめ納付書」での出力か。（E市）

【事務局】
「納付書出力の有無を税目、滞納者ごとに選択できること。」という機能について、4/8団体から"実装す
べき"という回答を受領したため、"実装すべき機能"とする。

【E市向け回答】
まとめ納付書の実装可否については、帳票要件のWTの際に改めて、確認させていただきます。

2.2.7.

催告書に記載の指定期限を基に、担当者スケジュールに自動で反映できること。 実装すべき 実装すべき ・催告書の指定期限をもとに、スケジュール上に自動反映されることで、財産調査の開始や滞納処分の執行等、次のステップ
に移れるよう「実装すべき機能」とした。

要確認

①【確認】
本項番の機能について、現状対応していないベンダーがいます。本機能について"実装してもしなくても良い機能"に緩和してもよろしいで
しょうか。

①【確認】
実装すべき
・担当者が漏れなく処理をできるよう、実装すべき機能としてほしい。（K市）
実装してもしなくても良い
・実装しなくても良い（B市）
・良い（C市）
・緩和可。現状では各担当者が個別にスケジュール登録を行っている。（J市）
・実装してもしなくても良い機能です。（D市）
・催告時期によって、スケジュールを組むかどうかは、市町村によって対応が異なるため、対応不要
で問題ないと考えます。（A市）
・良い。（I市）
条件付き実装してもしなくても良い
・問題ないが、スケジュール機能を有するのであればセットで必要。（F市）
限定機能版については実装してもしなくても良い
・催告後のスケジュール管理は滞納整理上必要なことですので実装すべきと考えます。ただし、件数
の少ないと思われる限定版であれば緩和してもよいと考えます。（H市）

【追加確認】本機能に対応していないベンダーは催告期限をスケジュール登録する機能がないだけで
スケジュール機能自体はあるという認識でよろしいでしょうか。（H市）

【事務局】
「催告書に記載の指定期限を基に、担当者スケジュールに自動で反映できること。」という機能につい
て、6/9団体から"実装してもしなくても良い"という回答を受領したため"実装してもしなくても良い機能"
とする。

【APPLIC向け確認】
機能要件2.2.7.「催告書に記載の指定期限を基に、担当者スケジュールに自動で反映できること。」とい
う機能に対応してない事業者に対して、「本機能を有していない事業者は、本機能を有していないだけ
で、スケジュール機能自体は持っているでしょうか」という質問を構成員から受けています。ご回答宜し
くお願い致します。

2.3.1. 1 交渉経過管理

滞納者に対する交渉経過項目を個別・一括で管理（設定・保持・修正）できること。削除の際
は、誤って消すことに対する防止措置が取られていること。
任意の交渉経過については、強調して表示できること。
交渉経過の見出し、本文を作成、編集できること。作成した見出し、本文、交渉経過項目の組み
合わせで検索し、抽出できること。
CSVでの一括登録ができること。

＜交渉経過項目＞
・日付
・場所
・時刻
・内容
・見出し
・折衝相手
・対応者
・約束情報
・交渉方法（臨戸／来庁／電話応対／催告／文書催告／送金あり／調査／整理方針等）

上記のうち、対応者は、ログインしている担当者コードがデフォルトで設定されること。

過去の交渉経過を複製できること。

交渉経過の削除は、権限によって削除制御がかけられること。

実装すべき 実装すべき ・納税義務者とのやり取りの詳細を記録する機能は、滞納整理に必須機能であるため、「実装すべき機能」とした。
・特定の記録については納税義務者の抽出結果をもとに、一括で登録、削除することで作業効率を向上させられるため、記載
した。
・交渉経過が誤って削除された場合、納税義務者から得た情報を確認できなくなるなど影響が大きいことから、削除の防止措
置は「実装すべき機能」とした。
・交渉経過のうち、特に確認すべきものは色を変えるなど強調することで、見落としの防止に貢献する。
・交渉経過の見出し、本文は自由に文章を作成、編集することで、誤った記録の修正や、記事の更新等ができるため、記載し
た。また、それらをもとに納税義務者の抽出ができる機能も記載した。
・外部で作成された交渉経過をまとめて滞納管理システムに登録するため、CSVでの一括登録機能を「実装すべき機能」とし
た。
・交渉経過のデータ項目を定義し、その組み合わせでも納税義務者の抽出ができる機能も記載した。

要確認

【事務局】
「CSVでの一括登録ができること。」という機能について、現状対応していないベンダーがいるが、その他多数のベンダーから2025年まで
の実装が可能であるという回答を受領しているため、対応不要とする。

その他意見
・交渉経過項目としてその当時の主担等を記録として残しておく必要があるため、「主担等」の項目
を追加して頂きたい。（B市）

【確認】
交渉経過項目として。「主担等」の項目を追加してほしいという要望を受領しております。その必要性及
び、必要な場合はその理由をご教示ください。

・事務局の「分割納付計画の納付年月日に応じて自動計算された延滞金で、分割納付計画が策定され
ること。」という機能内の、「納付年月日」という言葉について、「誓約年月日」に修正する。とい
う点については、元々本税の納付予定日にて確定延滞金の予定額を計算して完納になるよう納付して
もらうことを想定していると思われることから、事務局の案では延滞金が残ってしまうことが多くな
り問題があると思われます。①が実現しなくともよい機能ではなく、削除としたときのみ変更する内
容ではないでしょうか。（H市）

【提案】
問題なし
・分納制約中の期別の口座引落への連携については問題ありません。（H市）
・「分割納付計画を設定している期別は、口座振替できないよう、収納管理システム側に分割納付情
報を連携すること。」という機能については、エラーメッセージが出るか、もしくは事務局の提案通
りで良い。（B市）
実装しなくてよい
・実装しなくてもよいと考えます。（A市）
・緩和可。現状では口振止め対応は担当者が個別に行っている。（J市）
・実装してもしなくても良い機能（D市）

【事務局】
「分割納付計画を設定している期別は、口座振替できないよう、収納管理システム側に分割納付情報を連
携すること。」について、期別ごとに分割納付が現状されているかどうかを連携できれば良いことから、
「分割納付計画を設定している期別は、口座振替できないよう、収納管理システム側に分割納付期別を連
携すること。」に修正する。
※収納側にも記載

【確認】
「分割納付計画を設定している期別は、口座振替できないよう、収納管理システム側に分割納付情報を連
携すること。」という機能について、現状対応してないベンダーがおり、改修規模も大きくなるといった
意見を受領しています。本機能について、"実装してもしなくても良い機能"に緩和してもよろしいでしょ
うか。

2.4.1. 2

分割納付計画が完了した分割納付情報は、自動で削除できること。

督促手数料のみの場合でも分割納付計画が設定できること。

実装してもし
なくても良い

実装してもし
なくても良い

・本税のみ、延滞金のみでも、どの期別が残っていたとしても分割納付計画は策定されなければならないため、「実装すべき
機能」とした。
・督促手数料については、地方団体の条例によるため実装してもしなくても良い機能としている。

要検討 要確認

その他意見
・計画完了後の自動削除は実装しなくても良いが、督促のみの計画設定は実装してほしい。（B市）
・緩和可。現状では分割納付等の管理は担当者が個別に行っている。（J市）

【B市向け回答】
督促手数料に関する要件は全て、"実装してもしなくても良い機能"としているので、現状のままとさせて
いただきます。

2.4.16. 1
分割納付不履
行管理

分割納付者について、履行状況毎に抽出できること。
また、不履行回数ごとに抽出できること。抽出した分割納付情報は、一括で削除できること。

速報データを含めた収納額が、納付約束額以上の納付でない場合、不履行と判定できること。

分割納付計画から発行した納付書以外の納付手段で納付した場合に、履行／不履行いずれにする
か、地方団体が選択できること。

分割納付の順序が異なる場合、不履行扱いになること。

不履行判定日を管理できること。不履行判定日は、指定期限から●日経過などの条件を任意に定
めることができること。

不履行と判定するまでの猶予日数について、任意に設定できる機能を有すること。

分割納付者について、分割納付種類（納付書、口座振替）毎に抽出できること。

実装すべき 実装すべき ・履行状況（履行中、不履行、分割納付完了）、特に分割納付不履行者を抽出し、催告等を一括して行うために「実装すべき
機能」とした。
・不履行回数ごとに対応が異なると思われるため、不履行回数ごとの抽出を記載した。
・不履行となった分割納付計画について、継続させなくともよいため、抽出して削除する機能を「実施すべき機能」とした。
・不履行判定には、速報データも活用することが可能とした方がよいため、「実装すべき機能」とした。
・不履行判定について、実際の納付日と消込日の差を考慮する必要があるため、指定期限から猶予日数を任意に設定できる機
能を、定義した。なお、納期限を過ぎて特定の日数経過後に履行確認をする運用でも充足するため、「実装してもしなくても
良い機能」とした。
・「実装してもしなくても良い機能」の、分割納付の口座振替については、2.4.22.で記載している。

要確認

①【確認】
・過去のWTの経緯から「抽出した分割納付情報は、一括で削除できること。」という機能について、現状対応してないベンダーがおり、改
修規模も大きくなるといった意見を受領しています。本機能について、"実装してもしなくても良い機能"に緩和してもよろしいでしょう
か。

【事務局】
・「不履行判定日を管理できること。不履行判定日は、指定期限から●日経過などの条件を任意に定めることができること。」「不履行と
判定するまでの猶予日数について、任意に設定できる機能を有すること。」について同一の機能であったため、必須機能に一元化する。

【事務局】
・速報データを含めた収納額が、納付約束額以上の納付でない場合、不履行と判定できること。
・分割納付計画から発行した納付書以外の納付手段で納付した場合に、履行／不履行いずれにするか、地方団体が選択できること。
・分割納付の順序が異なる場合、不履行扱いになること。
・不履行判定日を管理できること。不履行判定日は、指定期限から●日経過などの条件を任意に定めることができること。
→上記についての実現可能性を、改めてAPPLICに確認中。

①【確認】
実装すべき
・不履行リスト等の何らかの気づきがないと対応できない。提案には同意しかねる。（E市）
・実装を希望します。（D市）
実装してもしなくても良い
・実装しなくても良い。（B市）
・良い（C市）
・一括取り消しは問題ないが、分納不履行、分割納付完了の抽出自体は何かしらの形で必要（F市）
・緩和可。現状では分割納付等の管理は担当者が個別に行っている。（J市）
・実装してもしなくても良い機能でも良い。（K市）
・良い。（I市）
その他
・分納不履行で取り消ししたものを継続管理しないことを想定した機能と思われますので、削除では
なく取消状態のフラグ管理等（フラグ等のあるものは分納管理しない）に変更すれば大規模改修は必
要ないものと考えます。（H市）

その他意見
・以下の２条件は、判断が困難なことから、実装しなくてもよい機能でよいと考えます。
1.分割納付の順序が異なる場合、不履行扱いになること。
2.不履行判定日を管理できること。不履行判定日は、指定期限から●日経過などの条件を任意に定め
ることができること。（A市）

【APPLIC向け確認】
「分割納付者について、履行状況毎に抽出できること。
また、不履行回数ごとに抽出できること。抽出した分割納付情報は、一括で削除できること。」
上記下線部の機能について、現状対応していないという回答をいくつかの事業者から受領しております。
構成員より、「削除ではなく、取消状態のフラグ管理のためのフラグ付けであれば可能なのではないか」
という意見を受領しております。上記機能変更を行えば対応可能な場合は、本機能を変更の上、"実装すべ
き機能"といたします。

【事務局】
「抽出した分割納付情報は、一括で削除できること。」という機能について、6/8団体から"実装してもし
なくても良い"という回答を受領したため、"実装してもしなくても良い機能"とする。
ただし、上記APPLIC向け確認の回答次第で、要件変更の上、"実装すべき機能"とする。

【事務局】
「分割納付の順序が異なる場合、不履行扱いになること。」「不履行判定日を管理できること。不履行判
定日は、指定期限から●日経過などの条件を任意に定めることができること。」という機能について、"実
装してもしなくても良い機能"でもよいという意見を受領した。これらの機能については、改めてAPLIC向
けに実現可能性を確認しているので、その回答次第とする。

2.4.18. 2

複数期別を纏めた分割納付書を出力できること。
合算できる期別の上限を設定できること。
また、延滞金のみの場合でも同様に一枚の分割納付書で発行できること。

実装してもし
なくても良い

実装してもし
なくても良い

・分割納付計画に基づいた分割納付書の作成は、分割納付計画を正しく履行いただくため「実装すべき機能」とした。また、
作成枚数の指定は、滞納者の希望によって作成枚数が異なるため、記載した。
・発行する分割納付書は、任意の回について出力可能とすることで、例えば毎月の納付のタイミングで毎回送付するケースに
対応可能となるため、「実装すべき機能」とした。そのような場合、どこまで出力したか、次回はどの回について出力すべき
かを判断できるよう、分割納付書を出力した回を把握できる機能を記載した。
・例えば、分割納付計画の納付期限に納付が間に合わず、例えば前回分と今回分をまとめて納付する場合、分割納付計画の再
策定（必要書類の再提出も不要）を行わずに分割納付計画に追いつくことができるため、「実装すべき機能」とした。

要確認

その他意見
・一税目一期ごとに一枚の納付書という扱いになるのか。（E市）

【E市向け回答】
まとめ納付書の実装可否については、帳票要件のWTの際に改めて、確認させていただきます。

2.4.20.

不履行者に対して（分割納付）催告書を個別及び一括出力できること。 実装すべき 実装すべき ・分割納付不履行者に対し一括して催告書を送付することで効率的に滞納整理をすることができるため、「実装すべき機能」
とした。

要確認

①【確認】
本項番の機能について、現状対応していないベンダーがいます。本項番の機能について、限定機能版（仮称）に限っては"実装してもしな
くても良い機能"に緩和してもよろしいでしょうか。

①【確認】
実装すべき
・不履行通知は、一括で出せた方が利便性が高いため、実装すべき機能と考えます。（A市）
・不履行者の抽出は必須であり、抽出した者への催告書の一斉出力は催告書の機能要件にも謳われて
いることから、本件は実装が困難であるとは考えられないため緩和の必要はないと考えます。（H市）
実装してもしなくても良い
・個別に催告書を作成しているため実装しなくても良い。（B市）
・問題ない（F市）
・緩和可。現状では分割納付等の管理は担当者が個別に行っている。催告も個別に行っている。（J
市）
・実装してもしなくても良い機能（D市）
その他
・不明（C市）
・不履行催告書は個別で作成するようになるのか。（E市）
・無回答（I市）

【事務局】
本項番の機能について、4/6団体から"限定機能版に限っては実装してもしなくても良い"という回答を受領
したため、"限定機能版に限っては実装してもしなくても良い機能"とする。

【E市向け回答】
限定機能版については、本要件を実装しないベンダが考えられます。その場合は、個別で作成することに
なる想定です。

2.7.6. 1
回答情報の管
理

各調査書・照会書・申請書から得られた回答情報の管理（設定・保持・修正）ができること。

財産は債権・不動産・自動車等、動産・無体財産・振替社債等・その他の区分と、詳細（例：債
権の場合預貯金、給与、保険等）の管理ができること

各回答情報と併せて、差押可能フラグを管理できること。また、フラグをもとに対象財産を抽出
できること。

回答先を登録する際、マスタから選択できること。

一括でシステム外で作成した回答情報を登録できること。 実装すべき 実装すべき ・各調査書・照会書・申請書の回答情報の管理は、照会結果を記録するため一般的に実装／利用されている機能と考えており
「実装すべき機能」とした。
・財産は区分を分けて管理することで、2.8.滞納処分処理の差押等に活用できるよう「実装すべき機能」とした。
・財産調査の結果が判明した時点では、ちょうど分割納付の約束等があり差押を行わない等の場合に鑑み、各回答情報から差
押可能フラグを管理し、抽出機能を設けることで、差押財産の漏れのないように記載した。
・回答先を入力するときは、手入力ではなくマスタから選択できることで入力ミスや業務の効率化につながるため、2.7.2.調
査先マスタから選択できるよう「実装すべき機能」とした。
・一括照会回答を一括して登録する場合があるため、「実装してもしなくても良い機能」とした。
・実装してもしなくても良い機能については、個別の滞納者管理画面への展開不要で一括して回答情報の取り込みができる機
能を想定している。

要確認

【事務局】
「財産は債権・不動産・自動車等、動産・無体財産・振替社債等・その他の区分と、詳細（例：債権の場合預貯金、給与、保険等）の管理
ができること」という機能について、無体財産と振替社債等の管理に対応してないベンダーがいるが、その他多数のベンダーより、2025年
までに実装が可能であるという回答を受領しているため、対応不要とする。

【事務局】
「各調査書・照会書・申請書から得られた回答情報の管理（設定・保持・修正）ができること。」という機能について、現状対応していな
いベンダーがいるが、その他多数のベンダーより、2025年までに実装が可能であるという回答を受領しているため、対応不要とする。

①【確認】
「各回答情報と併せて、差押可能フラグを管理できること。また、フラグをもとに対象財産を抽出できること。」という機能について、現
状対応してないベンダーがいます。本機能について、"実装してもしなくても良い機能"に緩和してもよろしいでしょうか。

【提案】
・オプション帳票の項目について、機能要件・他帳票の印字項目で管理されている項目以外
に、管理が必要と思われる項目を機能要件上明示する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
換価執行に関する情報を管理できること。（オプション）
＜換価執行に関する情報＞
・回答（同意／不同意）
・同意、不同意の理由
・同意年月日
・取消事由
・換価決定執行日

【事務局】
帳票要件上必要な項目が機能要件上存在しないため、以下の記載に修正する。
「各回答情報と併せて、差押可能フラグを管理できること。」→「各回答情報と併せて、財産
状況フラグ（調査予定、調査済み、処分可能、処分中、処分解除）を管理できること。」

①【確認】
実装すべき
・できれば実装すべき機能の方が良いと考えられる。（C市）
・管理がしやすくなるため、実装すべき機能としてほしい。（K市）
実装してもしなくても良い
・実装してもしなくても良い（B市）
・問題ない（F市）
・便利機能であるため緩和して問題ありません。（H市）
・緩和可。各調査の回答の管理と財産の管理は別でも問題ない。（J市）
・実装してもしなくても良い機能（D市）
その他
・差押対象フラグ、対象財産の抽出がフラグ共に実装不能の扱いになるのか？（E市）

【事務局】
「各回答情報と併せて、差押可能フラグを管理できること。また、フラグをもとに対象財産を抽出できる
こと。」という機能について、5/8団体から"実装してもしなくても良い"という回答を受領したため"実装
してもしなくても良い機能"とする。

【事務局】
・オプション帳票の項目について、機能要件・他帳票の印字項目で管理されている項目以外に、管理が必
要と思われる項目を機能要件上明示する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
換価執行に関する情報を管理できること。（オプション）
＜換価執行に関する情報＞
・回答（同意／不同意）
・同意、不同意の理由
・同意年月日
・取消事由
・換価決定執行日

【E市向け回答】
差押対象フラグ、対象財産の抽出は、実装不能ではなく、実装してもしなくても良い機能となります。

2.8.3.

指定する管理番号で、滞納処分情報を管理（設定・保持・修正）し、出力できること。 実装すべき 実装すべき ・滞納処分ごとに一意に定められる番号を登録し、抽出などに用いるため、「実装すべき機能」とした。

要確認

【事務局】
本項番の機能について、出力できる機能を有していないベンダーがいるが、多数のベンダーから2025年までの実装が可能であるという回答
を受領しているため対応不要とする。
なお、自動付番で対応するというベンダもあるが、一意に定められる番号の登録と、抽出に使用することができればよいことから、許容す
るものとする。

その他意見
・付番開始の開始タイミングと終了タイミングを使用者で指定でき、意図どおりの付番抽出ができる
必要がある（F市）

【F市向け回答】
付番ルールについては、現時点で詳細化を検討しておりません。
※ベンダによって異なると想定されるため。

2.8.12. 1

充当通知書の情報を管理（設定・保持・修正）できること。

充当期別分の納付書を出力できること。充当期別分の納付書は、時効の更新が行われない充当用
納付書であること。

充当分として収納管理システムで区別して消込ができるよう、消込用に充当期別分の充当用納付
書出力、消込データの作成等ができること。
なお、消込データの作成の場合は、消込データの作成後に修正、削除ができること。

差押財産の一部換価（預金の一部換価等）についても、充当通知書を出力できること。

充当期別は、もととなる差押期別から、本税未納のうち納期限が古いものに優先的に自動で充当
されること。充当期別、充当額（本税、延滞金）、充当後の残額は、手動で修正できること。

領収年月日から充当年月日までの延滞金加算について、加算を止められること。

任意の延滞金計算日を指定できること。

充当後の残預金について、データを保持できること。

充当期別、充当額（督促手数料）、充当後の残額は、手動で修正できること。

実装すべき 実装すべき 消込データを作成し、収納管理システムに
消込データを連携する場合、消込用の納付
書は発行してもしなくてもよい想定

・充当通知書の作成は、差押財産換価時に必須のため、「実装すべき機能」とした。
・充当期別分の消込について、納付書を発行する運用と、消込データを滞納管理システムで作成し、収納管理システムに連携
する機能があるため、いずれにも対応するよう記載した。また、いずれも通常の収納と区別できること／充当時は時効の更新
が行われないよう記載した。
・差押財産の一部換価についても対応できる必要があるため、記載した。
・充当される期別は、基本的に納期限の古い順に充当されるため、自動で充当されるよう記載した。また、充当先や金額に修
正や調整が必要になった場合にシステム上で処理できる必要があるため、手動の修正機能を記載した。
・督促手数料については、地方団体の条例によるため実装してもしなくても良い機能としている。
・換価した日付（年月日）と充当日が異なるため延滞金が加算されるケースがあるが、領収日での延滞金計算が適切であるた
め、それを制御できる機能を記載した。
・充当後の残預金は、地方団体の規模によっては還付請求がすぐに来ないケースが多く、管理しやすさが求められる場合があ
るため、「実装してもしなくても良い機能」として追加した。

要検討 要確認

【事務局】
「差押財産の一部換価（預金の一部換価等）についても、充当通知書を出力できること。」という機能について、現状対応していないベン
ダーがいるが、その他多数のベンダーから2025年までの実装が可能であるという回答を受領しているため、対応不要とする。

【事務局】
「領収年月日から充当年月日までの延滞金加算について、加算を止められること。」という機能について、現状対応していないベンダーが
いるが、その他多数のベンダーから2025年までの実装が可能であるという回答を受領しているため、対応不要とする。

【事務局】
「充当分として収納管理システムで区別して消込ができるよう、消込用に充当期別分の充当用納付書出力、消込データの作成等ができるこ
と。」という機能について、現状対応していないベンダーがいるが、その他多数のベンダーから2025年までの実装が可能であるという回答
を受領しているため、対応不要とする。
また、本機能について、「※充当に関する消込データを作成できるのであれば、同じ用途の充当用納付書は不要とも考えられるため整理が
必要ではないか。」という意見があるが、本意見については、備考に記載のとおりであるため、対応不要とする。

【事務局】
「充当期別は、もととなる差押期別から、本税未納のうち納期限が古いものに優先的に自動で充当されること。」という機能について、現
状対応していないベンダーがいるが、その他多数のベンダーから2025年までの実装が可能であるという回答を受領しているため、対応不要
とする。

【事務局】
充当分の消込について、いずれかの方法（別の実現手段も含む）で消込に対応していればよい
ことから「いずれにも対応するよう記載した。」→「いずれか、または充足可能なその他の手
段で対応できるよう記載した」に記載を修正する。

その他意見
・「領収年月日から充当年月日までの延滞金加算について、加算を止められること。」についても
2.6.3.と同様の考えです。
また、今更で申し訳ありませんが、地方税法第14条の３に滞納処分費（督促手数料含む）を優先する
とありますので、督促手数料の古いもの⇒本税の古いもの⇒延滞金の古いものの順番となるよう変更
をお願いします。（H市も現在そのようになっています。）（H市）
・「現状対応していないベンダーがいるが、その他～」の記載が多いことが気になります。対応して
いないベンダーが同一でない限り、全てを充足するベンダーが少なくなるのではないか？（E市）

【事務局】
「領収年月日から充当年月日までの延滞金加算について、加算を止められること。」という機能につい
て、本機能要件は削除の上、要件の考え方・理由に以下文言を追加する。
「延滞金計算について、地方税法に基づく延滞金の減免の設定を行う機能は収納管理の機能要件4.1.2.に
記載。」

【事務局】
以下、修正を行う。
「充当期別は、もととなる差押期別から、本税未納のうち納期限が古いものに優先的に自動で充当される
こと。充当期別、充当額（本税、延滞金）、充当後の残額は、手動で修正できること。」
→「充当期別は、もととなる差押期別から、滞納処分費、本税及び延滞金等の順番に自動で充当されるこ
と。充当期別、充当額（本税・延滞金等）及び充当後の残額は、手動で修正できること。」

【E市向け回答】
本取組（実現性評価）では、ベンダの対応率が悪い機能については、ベンダの改修コストも鑑み、"実装し
てもしなくても良い機能"に緩和できないかという検討を行っております。ベンダは今後完成する標準仕様
書に準ずるシステムを開発することになる為、ご懸念されている状況は発生しないと考えております。

2.8.14.

繰上徴収情報の管理（設定・保持・修正）ができること。

変更後の納期限は時間の管理ができること。

法定納期限以前の繰上徴収により、法定納期限等が変更されること。

＜繰上徴収情報＞
・起案年月日
・決議年月日
・繰上納期限
・繰上納期限時刻
・繰上徴収理由
・取消起案年月日
・取り消し年月日
・繰上徴収取消理由
等

実装すべき 実装すべき ・繰上徴収情報は、納期限変更に必須のため、その情報を管理する機能を「実装すべき機能」とした。
・例えば、競売事件等において、変更した納期限当日に交付要求を行う場合、その前後関係を明確にする必要があるため、時
間の管理機能を記載した。

要確認

【事務局】
繰上徴収情報のうち、一部項目が不足しているベンダーがいるが、多数のベンダーから2025年までの実装が可能であるという回答を受領し
ているため、対応不要とする。

【事務局】
法定納期限以前の繰上徴収により、法定納期限等が変更される機能について、現状対応してないベンダーがいるが、その他多数のベンダー
から2025年までの実装が可能であるという回答を受領しているため、対応不要とする。

【事務局】
・繰上徴収取消理由について、管理すべきデータ項目が不明という意見があったため、以下の
とおり、記載を修正する。
・繰上徴収取消理由→繰上徴収取消理由（更正／賦課取消／その他）
※なお、帳票要件上、繰上徴収の取消にかかる帳票は定義されていない。

【追加確認】
・繰上徴収により法廷納期限等を変更するとのことですが、そのようなことを聞いたことがありませ
ん。申し訳ありませんが法的根拠を教えてください（H市）

その他意見
・なお、2.1.20.の滞納明細の出力条件の納期限は繰上徴収した場合は繰上納期限であることを明記し
ておいた方がよいのではないでしょうか。（延滞金計算の関係でシステム的には従来の納期限と繰上
納期限の２つのデータを持つことが想定され、ベンダーに誤解を与えないようにするため。）（H市）

【H市向け回答】
「繰上徴収により法定納期限等を変更する」について、法的根拠は以下を想定しております。
【根拠法令】
（法定納期限等以前に設定された質権の優先）
第十五条　納税者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が国税の法定納期限（次の
各号に掲げる国税については、当該各号に定める日とし、当該国税に係る附帯税及び滞納処分費について
は、その徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める日とする。以下「法定納期限等」という。）以
前に設定されているものであるときは、その国税は、その換価代金につき、その質権により担保される債
権に次いで徴収する。
二　法定納期限前に国税通則法第三十八条第一項（繰上請求）の規定による請求（以下「繰上請求」とい
う。）がされた国税　当該請求に係る期限
【逐条解説】
（第2号の法定納期限等）
2　法定納期限前に通則法第38条第1項«繰上請求»の規定により繰上請求がされた国税の法定納期限等は、
繰上請求書（又は納税告知書）により指定された納期限である。
(注)　法第15条第1項第3号の第二期分の所得税について繰上請求をした場合における第二期分の所得税の
法定納期限等は、その繰上げに係る納期限と第一期分の所得税の納期限との、いずれか早い方の納期限で
ある。

【事務局】
機能要件2.1.20の「納期限」について、繰上徴収した場合は、繰上徴収後の納期限であることを備考欄に
明記する。
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○市コメント方針集約必須機能の見直し 2025の
実現性

オプ
ション

その他意見等対応方針標準仕様書
備考 要件の考え方・理由

対応方針
項番

2.10.1. 執行停止管理

滞納者に対する執行停止情報の管理（設定・保持・修正）ができること。
執行停止を取消する期別について、任意に選択できること。執行停止要件を満たした期別は、自
動で選択されていること。また、執行停止要件を満たさない期別については、手動で執行停止期
別として選択できること。
執行停止情報の文章について、編集機能を有すること。文章を複数登録できること。
指定する管理番号で当該情報を管理し、出力できること。
交付要求と執行停止が重複する期別について、執行停止による徴収権の消滅が優先されること。
執行停止種類・執行停止理由が法令どおりであること。
＜執行停止情報＞
・起案年月日
・決裁年月日
・執行停止種類（無財産、生活困窮、所在不明、即時消滅）
・執行停止理由
・取消起案年月日
・取消決議年月日
・執行停止取消年月日
・取消理由
・管理番号
等

実装すべき 実装すべき ・執行停止情報の管理機能は、執行停止帳票作成の際に必要となるため「実装すべき機能」とした。
・執行停止要件満たした期別について、自動で選択されている機能は、ヒューマンエラー防止の観点から、「実装すべき機
能」とした。なお、執行停止要件を満たさない期別を選択する場合を想定し、手動で選択できる機能も追加している。
・執行停止調書の文書は、個別の箇所を編集して停止の理由の説明を行うため、「実装すべき機能」とした。
・執行停止中に交付要求をした場合、執行停止後3年経過による消滅が、時効に優先するため、記載した
・執行停止の種類、理由が地方税法に合致している必要があるため、記載した。

要検討 要確認

【事務局】
「指定する管理番号で当該情報を管理し、出力できること。」という機能について、現状対応してないベンダーがいるが、その他多数のベ
ンダーから2025年までの実装が可能であるという回答を受領しているため対応不要とする。

【事務局】
「交付要求と執行停止が重複する期別について、執行停止による徴収権の消滅が優先されること。」という機能について、現状対応してな
いベンダーがいるが、2025年までの実装が可能であるという回答を受領しているため対応不要とする。

【事務局】
「執行停止を取消する期別について、任意に選択できること。」という機能について、現状対応してないベンダーがいるが、2025年までの
実装が可能であるという回答を受領しているため対応不要とする。

【事務局】
「執行停止情報の文章について、編集機能を有すること。文章を複数登録できること。」という機能について、現状対応してないベンダー
がいるが、2025年までの実装が可能であるという回答を受領しているため対応不要とする。

【事務局】
執行停止情報の項目について、項目が不足しているベンダーがいるが、2025年までの実装が可能であるという回答を受領しているため対応
不要とする。

①【確認】
「執行停止要件を満たした期別は、自動で選択されていること。」について、執行停止要件（地方税法）のものと誤解された意見があった
ため、誤解を防ぐよう、備考列に以下の文章を追加する。文章案に問題ないか。
「「執行停止要件を満たした期別」とは、賦課後、時効・欠損でなく、滞納処分も受けていない期別を指す。」

①【確認】
問題ない
・（C市）
・問題ない（J市）
・対応方針のとおりで問題ない。（K市）
・問題ない。（I市）
その他
・滞納処分を受けていても執行停止要件に該当します。また、現に執行停止していないことも条件に
いれるべきと考えます。なお、当該期月を執行停止をした場合は差押の解除を行います。（地方税法
第15条の７第３項）（H市）
・「執行停止要件を満たした期別」では表現として誤解を生むため、「執行停止の候補である期別」
としてほしい。
また、当市では執行停止は原則滞納繰越分に対し行うため、選択される期別は滞納繰越分のみとする
設定ができる必要がある。滞納処分も受けていない期別とは現状処分されていないものか、履歴とし
ても入っていないものか不明のため明記してほしい。（F市）
・賦課後では滞納処分要件を満たしていないため執行停止出来ません。（E市）
・自動で選択できる機能のイメージが良く分からないのだが、当市では年度中に既に時効を迎えてし
まったもの、これから時効を迎える税目（欠損、滞納処分されたもの除く）について抽出できれば良
い。（B市）
・実装を希望します。（D市）

その他意見
・【限定機能】緩和不可。執行停止は徴収権の消滅にも影響があり、システムでの管理が必要と考え
る。現状ではシステムにて管理している。（J市）

【事務局】
「執行停止要件を満たした期別は、自動で選択されていること。」について、執行停止要件（地方税法）
のものと誤解された意見があったため、誤解を防ぐよう、備考列に以下の文章を追加する。また、「執行
停止要件を満たした期別」を「執行停止の候補である期別」に修正する。
「「執行停止要件を満たした期別」とは、賦課後、時効・欠損でなく、滞納処分も受けていない期別で、
現状執行停止を受けていない期別を指す。
また、滞納処分を受けていない期別とは、現状処分されていない期別を指す。」

【H市向け回答】
「滞納処分を受けていていも執行停止要件に該当する」というご意見については、滞納処分を受けている
＝差押化可能財産があるということなので、執行停止要件には該当しないと想定しております。

【F市向け回答】
「"執行停止要件を満たした期別"では誤解を生んでしまう」というご意見については、上記補記をするこ
とでの対応とさせていただきます。

【F市向け回答】
執行停止を滞納繰越分にのみ行う運用は、その運用を行っていない自治体もあるため、考慮しないことと
させていただきます。

2.12.4.
不納欠損情報
管理

不納欠損情報の管理（設定・保持・修正）ができること。出納閉鎖後は修正、削除できないこ
と。
不納欠損情報を一意に特定できる番号が管理できること。
＜不納欠損情報＞
・起案年月日
・決裁年月日
・欠損年月日
・年度
・税目
・期別
・調査担当者
・メモ
・確認事項
・欠損額
等

実装すべき 実装すべき ・滞納者ごとに不納欠損情報を管理する機能は、欠損処理執行のためのデータとして必要であり「実装すべき機能」とした。
・欠損情報を一意に特定できる番号で管理することで事務効率の向上に資するため、記載した。

要確認

【事務局】
「出納閉鎖後は修正、削除できないこと。」という機能について、現状対応しないベンダーがいるが、その他多数のベンダーから2025年ま
での実装が可能であるという回答を受領してるため、対応不要とする。

【事務局】
「不納欠損情報を一意に特定できる番号が管理できること。」という機能について、現状対応しないベンダーがいるが、その他多数のベン
ダーから2025年までの実装が可能であるという回答を受領してるため、対応不要とする。

【事務局】
不納欠損情報について、項目が不足しているベンダーがいるが、その他多数のベンダーから2025年までの実装が可能であるという回答を受
領してるため、対応不要とする。

【追加確認】
・今更で申し訳ありませんが、そもそも何をもって出納閉鎖後の有無を判定する想定なのでしょう
か。標準化前までに欠損処理した期別も対象とするのでしょうか。また、欠損後に調定の減額更生が
あった場合はどのようになるのでしょうか。欠損情報の登録レコードに当時の滞納残額等の情報を全
て登録しておく想定でしょうか。
滞納管理には会計年度の概念はないものとの認識で、単にシステム日だけみて処理されるのでは現実
に金額の確定ができないうちに変更ができなくなってしまう可能性があるためお聞きします。（H市）

【確認】
欠損後に減額更正等により、欠損額が変更される場合は、どのシステムで、どのような処理が必要となり
ますでしょうか。各構成員の具体的な運用のご記載をお願い致します。

【H市向け回答】
「何をもって出納閉鎖後の有無を判定する想定なのでしょうか。」
→レコード上の日付が出納閉鎖の５月末を過ぎたタイミングで判定する想定です。出納閉鎖によって決算
のデータが固まるので、その後の変更は通常ないものと認識しております。

「標準化前までに欠損処理した期別も対象とするのでしょうか。」
→【確認】
標準化のタイミングでシステムを切り替えた際に、出納閉鎖後でも修正の必要があるということでしょう
か。

「欠損情報の登録レコードに当時の滞納残額等の情報を全て登録しておく想定でしょうか。」
→欠損してもデータは残存する想定（要件2.12.1.で、不能欠損の取消を想定しているため）なので、登録
する想定です。ただし、出納閉鎖後の変更はできないため、レコードのデータは残るが、変更はできない
想定です。

「単にシステム日だけみて処理されるのでは現実に金額の確定ができないうちに変更ができなくなってし
まう」
→【確認】
ご意見について、より詳細にお聞かせ願いますでしょうか。

3.1.2. 1 合算納付書

複数期別を纏めた合算納付書を出力できること。 合算できる期別の上限を設定できること。

合算納付書の場合でも領収証書部分には各期別内容が表示されること。

実装すべき 実装すべき ・収納管理システムに準拠する。

要確認

【事務局】
本項番の機能について、現状対応していないベンダーがいるが、その他多数のベンダーから2025年までの実装が可能であるという回答を受
領しているため対応不要とする。

【意見】
今まで何度か意見させていただいていますが、複数税目・複数年度・複数期別をまとめた納付書が作
成できるようにしていただきたい。
ベンダーが出来ないとの話がありましたが、当市の現行ベンダで対応している。誤封入、郵送料、手
数料、市民の利便性を考えても実装すべき。（E市）

【E市向け回答】
まとめ納付書の実装可否については、帳票要件のWTの際に改めて、確認させていただきます。

4.3.1. 検索対象

各税目の調定情報、納付情報、滞納情報、口座情報、還付・充当情報、督促情報及び異動履歴
（帳票出力履歴、メモ等を含む）を照会できること。

実装すべき 実装すべき ・検索機能は共通要件にて定義しているが、検索対象・検索条件については個別に定義している。

要確認

【事務局】
口座情報、還付・充当情報については、滞納管理システム上管理しない想定のため、削除する。

【事務局】
「～メモ等を含む」の”等”について、詳細を明示してほしいとの意見あり。他税目と検討中のため、一旦この場では対応しない。

その他意見
・検索対象の意味が分かりません。検索条件に基づいて検索し、滞納者管理画面へ推移するのではな
いのでしょうか？（F市）

【F市向け回答】
・検索対象とは、検索条件に基づいて検索を行う対象を示します。
・ご記載にあるような滞納者管理画面に推移する運用のほか、直接データを照会する運用も想定しており
ます。
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